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■環境保全課（内線１４4）

　
最
近
、市
内
の
道
路
沿
い
に
ご
み
を
大
量

に
捨
て
ら
れ
る
事
例
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。不

法
投
棄
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。絶

対
に
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

不
法
投
棄
者
に
は…

　
５
年
以
下
の
懲
役
、ま
た
は
１
，０
０
０
万

円
以
下
の
罰
金
が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

土
地
を
管
理
す
る
皆
さ
ん
は
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
投
棄
者
が
不
明
の
場
合
は
、土
地
の
所
有

者
、管
理
者
の
責
任
と
な
り
ま
す
。定
期
的
に

見
回
っ
た
り
、柵
、ロ
ー
プ
、看
板
を
設
置
す

る
な
ど
、不
法
投
棄
を
防
止
し
ま
し
ょ
う
。

▼
不
法
投
棄
の
現
場
を
見
か
け
た
ら
通
報
し

　
て
く
だ
さ
い
。■

大
村
警
察
署
☎

０
１
１
０

不
法
投
棄
は
犯
罪
で
す

家
電
は
適
正
に
廃
棄
を

　
野
焼
き
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。ド
ラ
ム

缶
や
、ブ
ロ
ッ
ク
囲
い
、家
庭
用
焼
却
炉
で
の

焼
却
も
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

例
外
的
に
認
め
ら
れ
る
場
合

　
例
外
的
に
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、必
要

最
小
限
に
と
ど
め
、風
の
向
き
や
強
さ
、時
間

帯
な
ど
に
注
意
し
、周
囲
に
迷
惑
が
か
か
ら

な
い
よ
う
十
分
配
慮
し
て
く
だ
さ
い
。

・
災
害
の
予
防
、応
急
対
応
、復
旧
の
た
め
に

必
要
な
も
の

・
風
俗
習
慣
上
、宗
教
上
の
行
事
の
た
め
に
必

要
な
も
の

・
農
・
林
・
漁
業
を
営
む
た
め
に
や
む
を
得
な

い
も
の

・
日
常
生
活
で
の
た
き
火
程
度
の
軽
微
な
も
の
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野
焼
き
は
や
め
ま
し
ょ
う

　
ご
家
庭
で
不
要
に
な
っ
た
パ
ソ
コ
ン
は
、

メ
ー
カ
ー
が
回
収
し
リ
サ
イ
ク
ル
し
ま
す
。各

メ
ー
カ
ー
の
受
付
窓
口
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※

「
Ｐ
Ｃ
リ
サ
イ
ク
ル
マ
ー
ク
」が
つ
い
た
パ

廃
パ
ソ
コ
ン
は
リ
サ
イ
ク
ル

　
地
球
温
暖
化
防
止
に
取
り
組
む
た
め
、「
大

村
市
ノ
ー
マ
イ
カ
ー
及
び
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
推

進
運
動
」を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
市
で
は
、こ
の
推
進
運
動
に
ご
参
加
、ご
登

録
い
た
だ
け
る
市
内
の
事
業
所
や
団
体
を
募

集
し
て
い
ま
す
。

登
録
方
法
　
届
出
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の

う
え
、持
参
、郵
送
、フ
ァ
ク
ス
、E
メ
ー
ル
で

ご
提
出
く
だ
さ
い
。

※

実
施
要
領
や
届
出
書
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
か
ら
入
手
で
き
ま
す
。

申
込
先  

〒
８
５
６‐

８
６
８
６（
住
所
不
要
）

環
境
保
全
課
　 


０
４
０
４
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ノ
ー
マ
イ
カ
ー

エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
に
ご
協
力
を

FAX

　
ソ
コ
ン
は
、料
金
は
か
か
り

　
ま
せ
ん
。

※

自
作
の
パ
ソ
コ
ン
な
ど
回
収
メ
ー
カ
ー
が

な
い
パ
ソ
コ
ン
は
、「
パ
ソ
コ
ン
３
Ｒ
推
進

協
会
」が
有
償
で
回
収
し
リ
サ
イ
ク
ル
し
ま

す
。詳
し
く
は
、「
パ
ソ
コ
ン
３
Ｒ
推
進
協

会
」の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
■
パ
ソ
コ
ン
３
Ｒ
推
進
協
会

☎
０
３（
５
２
８
２
）７
６
８
５

対
象
家
電（
家
電
４
品
目
）

　
家
電
４
品
目
の
廃
棄
は
、環
境
セ
ン
タ
ー

で
は
受
け
入
れ
で
き
ま
せ
ん
。家
電
販
売
店

な
ど
に
引
き
取
り
を
依
頼
し
、適
正
に
リ
サ

イ
ク
ル
し
ま
し
ょ
う
。

※

違
法
な
不
用
品
回
収
業
者
に
よ
る
料
金
ト

　
ラ
ブ
ル
が
全
国
的
に
発
生
し
て
い
ま
す
。

　
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
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テレビ

エアコン

冷蔵庫
冷凍庫

洗濯機
衣類乾燥機

おおむら

ラ イ
フ

ど う ぶ つ

　ペットは「家族」の一員として、癒しと喜び
を与えてくれる存在です。
　このコーナーでは、よくペットとして飼わ
れている犬のことなどについて、お知らせし
ます。

vol.1

飼い犬は「登録」していますか？
　飼い犬を市に登録することが、狂犬病予
防法で義務付けられています。どこに何頭
の犬がいるのかを把握しておくことで、万
が一、狂犬病が発生した際に、迅速に対策
を立てることができます。

犬の「鑑札」は何のために必要？
　飼い犬を市に登録したときに交付され
る鑑札。その番号で飼い主がわかります。
飼い犬が迷子になったとき、鑑札が付い
ていれば、いち早く飼い主に戻すことが
できます。必ず首輪に装着しましょう。鑑
札を失くした場合は再発行しています。
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